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  今 号 外 は 、平 成 ２ ５ 年 度 １ ０ 月 １ 日 か ら 実 施 の 住 宅 再 建 に 係 る 新 規 と 追 加 の 支 援 事 業  

補 助 制 度 の 紹 介 と 住 宅 再 建 に 係 る 支 援 金・補 助 金 を 再 建 パ タ ー ン 別 に ま と め 一 覧 表 で ご  

紹 介 し ま す 。  

 

 

現 行 の 住 宅 再 建 等 の 公 的 支 援 制 度 は 、居 住 す る 住 宅 が 滅 失 し た 場 合 が 要 件 で あ り 、町

内 に 所 有 し て い た 住 宅 が 東 日 本 大 震 災 に よ り 滅 失 し て も 、何 ら か の 理 由 で 町 外 に 居 住 し

て い た 世 帯 は 、「 被 災 者 」 に 該 当 せ ず 、 国 や 県 、 町 に よ る 住 宅 再 建 支 援 の 対 象 に な ら な

い こ と と な っ て お り ま す 。  

 こ の こ と か ら 、既 存 の 住 宅 再 建 に 係 る 支 援 制 度 の 対 象 と な ら な い 世 帯 が 、町 内 に 住 宅  

を 取 得 し 、定 住 す る 場 合 の 経 済 的 負 担 を 軽 減 す る こ と で 、定 住 人 口 の 増 加 を 図 る 新 し い  

支 援 制 度 を 実 施 し ま す 。  

≪ 山 田 町 被 災 関 連 定 住 支 援 事 業 補 助 金 ≫  

項  目 内   容  

対 象 者 

① 東 日 本 大 震 災 の 発 災 時 に 町 外 に 居 住 し て い た こ と 。  

② 所 有 す る 居 住 用 資 産 、 ま た は 三 親 等 以 内 の 直 系 血 族 が 山 田 町 内 に 所 有 す る

住 宅（ 居 住 用 資 産 ）が 震 災 に よ り 、滅 失（ 半 壊 の 場 合 解 体 ）し て い る こ と 。

③ 災 害 危 険 区 域 の 第 １ 種 以 外 の 地 域 で 、 定 住 す る た め の 個 人 住 宅 を 取 得 し 、

自 ら 居 住 す る こ と 。  

④ 東 日 本 大 震 災 時 に 同 一 世 帯 の 者 、 ま た は 再 建 し た 家 屋 に 一 緒 に 居 住 す る 世

帯 の 者 が 被 災 者 生 活 再 建 支 援 金 （ 基 礎 支 援 金 ・ 加 算 支 援 金 ） を 受 け て い な

い こ と 。  

※ 補 助 は 居 住 す る 住 宅 １ 棟 に 対 し て の み 行 い ま す 。  

補 助 額 １ ０ ０ 万 円  

対 象 期 間 
平 成 ２ ３ 年 ３ 月 １ １ 日 か ら 平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  

※ 申 請 の 受 付 開 始 は 平 成 ２ ５ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら で す 。  

申請方法 
町 健 康 福 祉 課 に 備 え 付 け て あ る 申 請 書 に 必 要 事 項 を 記 入 し 必 要 書 類 と 一 緒 に

申 請 し て く だ さ い 。  

問 合 せ 先 
役 場  健 康 福 祉 課  福 祉 チ ー ム  （ ７ 番 窓 口 ）  

Ｔ Ｅ Ｌ ： ０ １ ９ ３ － ８ ２ － ３ １ １ １ （ 内 線 ： １ ５ １ ）  

平成２５年９月１日 

発行・編集：山田町復興推進課

号 外（支援金・補助金特集号）

町内居住者以外の住宅再建に係る町独自の支援策について 

号外（支援金・補助金特集号）発行にあたって 
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表中の支援金・補助金受給対象者は震災時に居住する住宅が全壊・大規模半壊・半壊で、滅失もしくは解体し、町内に住宅を新築・購入・賃借する場合と、半壊や一部損壊等で従前住宅を、補修・改修する場合です。 

再建パターン 

◆被災者生活再建支援 

（加算支援金） 

※申請期限Ｈ30 年 4 月 10 日 

◆被災者住宅再建支援 

（県・町補助金） 

※申請期限Ｈ29 年 3 月 31 日 

◆被災者住宅再建支援 

（町独自補助金①） 

※申請期限Ｈ30 年 3 月 31 日

◆住宅自力再建者支援 

（町独自補助金②） 

※申請期限Ｈ30 年 3 月 31 日 

★生活再建住宅支援・復興住宅融資・ 

がけ地近接等危険住宅移転 

（利子補給補助金） 

★生活再建住宅支援 

（利子補給以外） 

★被災者再建住居移転もしくは

がけ地近接等危険住宅移転 

（引越補助金） 

従前地以外に再建 

（従前地が災害危険区域に指定） 

複数世帯２００万円 

単数世帯１５０万円 

複数世帯１００万円 

単数世帯 ７５万円 

複数世帯上限２００万円

単数世帯上限１５０万円

土地購入し建築・新築物件購入 １００万円

中古物件 400 万円以上購入   ５０万円 

賃借・贈与の土地に新築     ５０万円

※宅地復旧補助を受給している方は受給額が、

５０万円に満たない場合、差額を補助します

●新規債務：利子上限７０８万円 

※申請期限Ｈ28 年 3 月 31 日 

●既往債務：上限は新規債務の借入額、5 年間の利子相当額 

※申請期限Ｈ29 年 3 月 31 日 

バリアフリー対応 上限９０万円 

県産材使用    上限４０万円 

※申請期限Ｈ29 年 3 月 31 日 

宅地復旧    上限２００万円 

※申請期限Ｈ26 年 3 月 31 日 

上限７８万円 

※申請期限Ｈ28 年 3 月 31 日 

従前地以外に再建 

（従前地が災害危険区域でない） 

複数世帯２００万円 

単数世帯１５０万円 

複数世帯１００万円 

単数世帯 ７５万円 

複数世帯上限２００万円

単数世帯上限１５０万円

土地購入し建築・新築物件購入 １００万円

中古物件 400 万円以上購入   ５０万円 

賃借・贈与の土地に新築     ５０万円

※宅地復旧補助を受給している方は受給額が、

５０万円に満たない場合、差額を補助します

●新規債務：民間金融機関 利子上限３００万円 

住宅支援機構 利子上限１５０万円 

※申請期限Ｈ30 年 3 月 31 日 

●既往債務：上限は新規債務の借入額、5 年間の利子相当額 

※申請期限Ｈ29 年 3 月 31 日 

バリアフリー対応 上限９０万円 

県産材使用    上限４０万円 

※申請期限Ｈ29 年 3 月 31 日 

宅地復旧    上限２００万円 

※申請期限Ｈ26 年 3 月 31 日 

上限１０万円 

※申請期限Ｈ29 年 3 月 31 日 

高台移転 

（高台に造成した土地を購入・賃借） 

複数世帯２００万円 

単数世帯１５０万円 

複数世帯１００万円 

単数世帯 ７５万円 

複数世帯上限２００万円

単数世帯上限１５０万円
対象外 

●新規債務：利子上限７０８万円 

※申請期限Ｈ28 年 3 月 31 日 

●既往債務：上限は新規債務の借入額、5 年間の利子相当額 

※申請期限Ｈ29 年 3 月 31 日 

バリアフリー対応  上限９０万円 

県産材使用    上限４０万円 

※申請期限Ｈ29 年 3 月 31 日 

上限７８万円 

※申請期限Ｈ28 年 3 月 31 日 

事業用地に係る高台移転 

（区画整理、津波復興拠点整備、 

漁業集落防災機能強化等各事業） 

複数世帯２００万円 

単数世帯１５０万円 

複数世帯１００万円 

単数世帯 ７５万円 

複数世帯上限２００万円

単数世帯上限１５０万円
対象外 

●新規債務：民間金融機関 利子上限３００万円 

住宅支援機構 利子上限１５０万円 

※申請期限Ｈ30 年 3 月 31 日 

●既往債務：上限は新規債務の借入額、5 年間の利子相当額 

※申請期限Ｈ29 年 3 月 31 日 

バリアフリー対応  上限９０万円 

県産材使用    上限４０万円 

※申請期限Ｈ29 年 3 月 31 日 

上限１０万円 

※申請期限Ｈ29 年 3 月 31 日 

従前地に再建 
複数世帯２００万円 

単数世帯１５０万円 

複数世帯１００万円 

単数世帯 ７５万円 

複数世帯上限２００万円

単数世帯上限１５０万円

５０万円 

※宅地復旧補助を受給している方は受給額が、

５０万円に満たない場合、差額を補助します

●新規債務：民間金融機関 利子上限３００万円 

住宅支援機構 利子上限１５０万円 

※申請期限Ｈ30 年 3 月 31 日 

●既往債務：上限は新規債務の借入額、5 年間の利子相当額 

※申請期限Ｈ29 年 3 月 31 日 

バリアフリー対応 上限９０万円 

県産材使用    上限４０万円 

※申請期限Ｈ29 年 3 月 31 日 

宅地復旧    上限２００万円 

※申請期限Ｈ26 年 3 月 31 日 

上限１０万円 

※申請期限Ｈ29 年 3 月 31 日 

住
宅
を
新
築
・
購
入
す
る 

区画整理後の換地に再建 
複数世帯２００万円 

単数世帯１５０万円 

複数世帯１００万円 

単数世帯 ７５万円 

複数世帯上限２００万円

単数世帯上限１５０万円

５０万円 

※北浜地区の区画整理事業についてのみ補助

対象となります 

●新規債務：民間金融機関 利子上限３００万円 

住宅支援機構 利子上限１５０万円 

※申請期限Ｈ30 年 3 月 31 日 

●既往債務：上限は新規債務の借入額、5 年間の利子相当額 

※申請期限Ｈ29 年 3 月 31 日 

バリアフリー対応  上限９０万円 

県産材使用    上限４０万円 

※申請期限Ｈ29 年 3 月 31 日 

上限１０万円 

※申請期限Ｈ29 年 3 月 31 日 

災害公営住宅に入居する 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 

上限 1０万円 

※申請期限Ｈ29 年 3 月 31 日 
賃
貸
住
宅
に
住
む 

民間の賃貸住宅に入居する 
複数世帯  ５０万円 

単数世帯３７．５万円 
対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 

上限１０万円 

※申請期限Ｈ29 年 3 月 31 日 

従
前
住
宅
を
補
修
す
る 

従前住宅を補修する 

複数世帯１００万円 

単数世帯  ７５万円 

※り災判定区分が半壊、 

 一部損壊の場合は対象 

外です 

対象外 対象外 対象外 

●新規債務：借入上限額６４０万円、当初５年間の利子相当額

（金利上限１％） 

※申請期限Ｈ26 年 3 月 31 日 

●既往債務：上限は新規債務の借入額、５年間の利子相当額 

※申請期限Ｈ29 年 3 月 31 日 

補修       上限３０万円 

宅地復旧    上限２００万円 

耐震改修     上限６０万円 

バリアフリー改修 上限６０万円 

県産材使用    上限２０万円 

※申請期限Ｈ26 年 3 月 31 日 

※補修の支援金は、一部損壊または

 半壊で、応急修理制度を利用して

いない方が対象です 

対象外 

  注１）支援金や補助金は要件を満たさないと受給できないものや審査が必要なものもあります。条件によって 
支給額も決まりますので、詳細はお問い合わせ、相談の上、申請をお願いいたします。 

注 2）被災者住宅再建支援（町独自補助金①）は、平成２５年１０月１日から実施の追加分も加算しています。 
   詳しくは裏面をご覧ください。 

  注 3）がけ地近接等危険住宅移転事業補助金の詳細についてはかわら版１６号の４ページをご覧ください。 
注４）再建パターンによって、申請期限が異なるものがございます。ご注意ください。

住宅再建に係る支援一覧（住宅の再建方法を検討する際の一助としてください） 

問合せ先（申請担当課） 

◆印：健康福祉課 福祉チーム ＴＥＬ：０１９３―８２―３１１１（内線１５１） 

★印：建設課 建築住宅係   ＴＥＬ：０１９３―８２―３１１１（内線２４４、２４５） 
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こ の た び 平 成 ２ ４ 年 度 か ら 実 施 し て い る 、 被 災 者 住 宅 再 建 支 援 事 業 に つ い て 追 加 の 支 援  

が 決 ま り ま し た の で お 知 ら せ い た し ま す 。  

こ の 追 加 分 の 支 援 は 、 既 存 の 制 度 か ら 対 象 を 拡 大 し て 、 大 規 模 半 壊 の 被 害 を 受 け た 賃 貸

住 宅 （ 柳 沢 の 町 営 住 宅 や 民 間 ア パ ー ト 等 ） が 解 体 さ れ な い た め に 、 既 存 の 補 助 金 を 受 給 す

る こ と が で き な い 世 帯 も 対 象 と し て い ま す 。  

《 山 田 町 被 災 者 住 宅 再 建 支 援 事 業 補 助 金 （ 追 加 分 ）》  

 

《 山 田 町 自 力 再 建 者 支 援 事 業 補 助 金 の 対 象 拡 大 に つ い て 》  

  現 行 の 制 度 は 、 山 田 町 住 宅 再 建 支 援 事 業 補 助 金 を 受 給 し て い る こ と を 要 件 と し て い ま し  

た が 、 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 １ １ 日 に 賃 貸 住 宅 に 居 住 し て い て 、 大 規 模 半 壊 の 被 害 を 受 け た 当 該  

 賃 貸 住 宅 が 、 賃 貸 人 の 都 合 に よ り 解 体 さ れ な い 、 又 は 県 外 で 被 災 し た た め 、 当 該 補 助 金 を  

受 給 で き な い 場 合 は 補 助 対 象 と な り ま す 。 補 助 金 額 、 対 象 期 間 等 そ の 他 の 補 助 要 件 は こ れ  

ま で と 同 じ で す 。  

 な お 、 申 請 受 付 は 平 成 ２ ５ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら で す 。 詳 し く は 下 記 ま で お 問 い 合 わ せ く だ  

さ い 。  

 

項  目 内   容  

対 象 者 

① 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 １ １ 日 （ 基 準 日 ） 以 降 に 、 町 内 に 自 ら が 居 住 す る 住 宅 を 建  

設 ・ 購 入 し 、 被 災 者 生 活 再 建 支 援 金 の 加 算 支 援 金 を 受 給 し て い る 方  

② 山 田 町 被 災 者 住 宅 再 建 支 援 事 業 補 助 金 を 受 給 し て い る こ と 。 た だ し 、 基 準  

日 に 賃 貸 住 宅 に 居 住 し て お り 、大 規 模 半 壊 の 被 害 を 受 け た 当 該 賃 貸 住 宅 が 賃

貸 人 の 都 合 等 に よ り 解 体 さ れ な い 、ま た は 県 外 で 被 災 し た た め 当 該 補 助 金 を

受 給 で き な い 場 合 は 補 助 対 象 と な る 。  

③ 建 設 ま た は 購 入 し た 住 宅 に 居 住（ 住 民 登 録 ）し て い る こ と 。こ れ に 加 え て 、

応 急 仮 設 住 宅 入 居 者 は 応 急 仮 設 住 宅 を 退 去 ま た は 「 応 急 仮 設 住 宅 退 去 届 」  

を 提 出 し て い る こ と 。  

④ 災 害 公 営 住 宅 に 入 居 し て い な い 、 又 は し た こ と が な い こ と 。  

補 助 金 

複 数 世 帯 ： 上 限 １ ０ ０ 万 円  

単 数 世 帯 ： 上 限  ７ ５ 万 円  

※ １ 経 費 （ 住 宅 建 設 費 ・ 購 入 費 ） か ら 住 宅 建 設 ・ 購 入 の 補 助 金 （ 生 活 再 建 支  

援 金 の 加 算 支 援 金 、 及 び 住 宅 再 建 支 援 事 業 補 助 金 ） を 差 し 引 い た 額 が  

上 限 額 に 満 た な い 場 合 は 、 そ の 額 が 補 助 額 （ 千 円 未 満 は 切 り 捨 て ） と な  

り ま す （ 住 宅 建 設 ・ 購 入 の 補 助 金 が 経 費 を 超 え て い る 場 合 は 、 こ の 補 助  

金 を 受 給 で き ま せ ん ）。  

※ ２ 補 助 金 は 世 帯 ご と の 受 給 と な り ま す 。 た だ し 、 複 数 の 世 帯 で １ 棟 の 住 宅  

を 建 設 ・ 購 入 し て い る 場 合 は 、 そ れ ぞ れ の 世 帯 に 対 す る 住 宅 建 設 ・ 購 入

の 補 助 金（ 生 活 再 建 支 援 金 の 加 算 支 援 金 、及 び 住 宅 再 建 支 援 事 業 補 助 金 ）

を 合 算 し て か ら ※ １ に よ り 補 助 額 を 決 定 し ま す 。  

対 象 期 間 
平 成 ２ ３ 年 ３ 月 １ １ 日 か ら 平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  

※ 申 請 受 付 は 平 成 ２ ５ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら で す 。  

申請方法 
町 健 康 福 祉 課 に 備 え 付 け て あ る 申 請 書 に 必 要 事 項 を 記 入 し 必 要 書 類 と 一 緒 に

申 請 し て く だ さ い 。  

問 合 せ 先 
役 場  健 康 福 祉 課  福 祉 チ ー ム （ ７ 番 窓 口 ）  

Ｔ Ｅ Ｌ ： ０ １ ９ ３ － ８ ２ － ３ １ １ １ （ 内 線 ： １ ５ １ ）  

住宅再建に係る既存制度に追加分の補助が決定 

【 お 問 い 合 わ せ 先 】   

役 場  健 康 福 祉 課  福 祉 チ ー ム  Ｔ Ｅ Ｌ ： ０ １ ９ ３ － ８ ２ － ３ １ １ １ （ 内 線 １ ５ １ ）


